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株式会社スカラ（旧株式会社フュージョンパートナー）との業務提携等に関する協議の打

切りに関するお知らせ 

 

 当社は、平成28年8月15日に、株式会社スカラ（平成28年12月1日付にて株式会社フュー

ジョンパートナーから商号変更）（以下「スカラ社」といいます。）と業務提携等に向け

た協議を開始した旨をお知らせいたしましたが、本日当該協議を打ち切りましたので下記

のとおりお知らせいたします。 

記 

 

１．当社取締役会における業務提携等の協議の打切りの決定 

 

当社グループは、eセールスマネージャー関連事業、フィールドマーケティング事業、シ

ステム開発事業、出版事業を主な事業として取り組んでおります。 

当社は、当社の主要株主でありその他の関係会社であるスカラ社からの業務提携等の提

案に対し、本年8月15日より真摯に検討を行って参りました。 

しかし、本日、主に以下の理由により、当該協議を打ち切ることを当社取締役会におい

て決定し、スカラ社に通知いたしました。 

 

２．業務提携等の協議の打切りの理由 

 

(1) 業務提携等によるシナジーが得られないこと 

 

 スカラ社からは、製品等の相互販売、共同開発等の提案があり、当社において真摯に検

討を行ってまいりましたが、両社の顧客層、事業領域の相違等に鑑み、コストに比して得

られる効果が希薄であり、また、実際にも、本年8月15日に業務提携等に向けた協議を開始

して以降本日まで、成果は得られておらず、近時においては当該協議自体が行われない状



 

 

況にありましたことから、現時点においては、それぞれ独自に成長戦略を推進することが、

当社グループの企業価値向上に資する最善の選択であるとの結論に至りました。 

 

(2) 同社との間において信頼関係を構築できなかったこと 

 

また以下に述べますように、スカラ社による当社株式の取得、業務提携等の提案は突然

かつ一方的なものでありましたところ、当社と致しましては、当社グループの企業価値向

上に資するものであればこれを拒む理由はないとの観点より、同社からの提案等につき真

摯に検討を重ねて参りましたが、上記のとおり業務提携等によるシナジーが得られないこ

とに加え、同社との信頼関係を構築することができなかったことから、協議を打ち切るこ

ととしたものであります。 

 

＜スカラ社による当社株式の取得、業務提携等の提案等の経緯について＞ 

 

スカラ社は、本年5月より本年7月にかけて、当社株式を1340万株（当社発行済株式総数

の43.29％、当社総議決権数の45.57％）を取得し（以下「本件株式取得」といいます）、

その後当社に対し業務提携等の提案を行っておりますが、その経緯は以下のとおりであり

ます。 

 

(i) 本件株式取得に関する同社からの当初の説明について（本年6月） 

本件株式取得に関し当社が同社より最初に説明を受けたのは本年6月22日でありました

が、当該時点において（なお、当該時点において同社が保有する株式は当社発行済株式総

数の2.71%でありました）、当社は、同社より、市場にて当社株式を持分法適用会社となる

まで買い進めたいと考えているとの説明を受けました。なお、当社は、同社による当該説

明に対し、賛同の意向を示してはおりません。 

 

(ii) 本件株式取得について（本年7月） 

 上記説明にもかかわらず、本年7月4日に同社より提出された大量保有報告書（及びその

変更報告書）によると、同社は当社株式1290万5000株（当社発行済株式総数の40.00％、当

社総議決権数の41.69％）を取得したとのことであり、その後本年7月14日に同社が当社に

訪れた際には、 

・ 当社株式をさらに買い進め1,340万株（当社発行済株式総数の43.29％、当社総議決権

数の45.57％）を取得したこと 

・ これにより、同社が採用している国際会計基準（IFRS）上、当社が同社の連結子会社

に該当すると判断されること 

・ 上記については同日（同社が当社を訪問した日）まもなく同社より開示されること 



 

 

等の説明が一方的になされました。なお、同社より、同日、上記の開示がなされるととも

に、変更報告書の提出がなされておりますが、当該変更報告書における当社株式の保有目

的は、従前の説明と異なり、「IFRSにおける連結子会社とするため」とされております（こ

の点、同日午後4時30分に同時に2通の変更報告書が提出されておりますが、そのうちの1通

（変更報告書No.6）においては、その「保有目的」が「持分法適用会社とするため」とさ

れている一方で、もう1通（変更報告書No.7）においては、その「保有目的」が「IFRSにお

ける連結子会社とするため」とされており、不可解な内容となっております）。 

 また、同日（本年7月14日）までの間において、同社より業務提携等の話は一切頂戴して

おりませんでした。 

 同社のかかる一方的でかつ従前の説明とも異なる行為について、当社は不信感を覚えざ

るをえず、当然のことながら、当該株式取得に賛同しておりません。 

 

(iii) 業務提携に関する一方的かつ早急な打診について（本年7月から8月） 

 上記のとおり、それまで、同社より業務提携等の話は一切なかったところ、本年7月末に

なって、同社より当社に対し、業務提携について協議を行いたいとの打診がありました。

当社と致しましては，業務提携等の協議が先行したうえで資本提携（株式の取得）が行わ

れるのが通常であると考えており、本件における上記の経緯等については一方的かつ不可

解ではありましたものの、同社との業務提携が当社グループの企業価値向上に資するもの

であるならばこれを拒む理由はないとの観点から、同社からのかかる打診につき真摯に検

討させて頂く旨を回答致しましたところ、本年8月に、同社より、同社の決算発表が予定さ

れている同月15日において発表予定のものとしての、包括的業務提携契約案及びそのニュ

ースリリース案が一方的に示されました。 

 当社としては、仮に業務提携を行うとしても、両社におけるシナジー等を十分に検討し、

業務提携内容等を定めることが必要であると考えておりましたところ、未だ業務提携につ

いての協議も開始されていないにもかかわらず、同社からのかかる一方的な包括的業務提

携契約案及びそのニュースリリース案の提示が行われたことについては理解に苦しむとこ

ろであり、同社からのかかる提示については同意しかねる旨を回答する一方で、当社グル

ープの企業価値向上に資する可能性があるならば検討すべきであるとの判断より、本年8月

15日に、同社との業務提携に向けた協議を開始することを決定したものであります。 

 

（iv）上記協議開始の決定から本日までについて 

 上記協議開始の決定より本日まで、当社は、当社グループの企業価値向上の観点より、

同社からの提案等につき真摯に検討を重ねて参りましたが、本日まで、当社グループの企

業価値向上に資する業務提携等の成果は得られておらず、また、近時においては当該協議

自体が行われない状況にありました。 

なお、本年11月2日に、スカラ社より、「ソフトブレーン株式会社との協業に関するお知



 

 

らせ」とのニュースリリースが出されておりますが，当該ニュースリリースは，当社が多

くの他社とも行わせて頂いております顧客斡旋の形態にて，スカラ社より当社にご紹介頂

いたお客様に当社が提案活動を行い当社と直接契約し当社製品を導入頂いた一つの案件に

関するものであることに加え，同社より当社に何らのご連絡もなく一方的に出されたもの

であり，当社と致しましては，さらに困惑を深めたものであります。また、このような顧

客斡旋につきましても、行われましたのは当該案件１件のみであり、以後は行われており

ません。その他、いくつかの提案もありましたものの、いずれも具体性・実現性に乏しく、

これ以上の検討に時間を費やすことは企業価値向上の観点から好ましくないものと判断い

たしました。 

 

(3) 小 括 

 

 上記の経緯等により、本日、当社取締役会においてスカラ社との業務提携等に向けた協

議を打ち切る決議を行い、同社にその旨を通知致しました。当社は、当社グループの企業

価値向上に向け今後一層邁進する所存でございます。 

 

３．今後の見通しについて 

 

本件が平成28年12月期業績に与える影響は軽微であります。その後につきましても同様

と考えておりますが、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やか

に開示いたします。 

 

以 上 


